 燕市物品入札参加資格審査申請書記載要領
令和4年12月

燕市
令和5・6年度において、燕市が行う物品及び業務委託（建設コンサルタント等業務を除きます。）に係る指名競争入札及び随意契約の協議（以下「競争入札等」といいます。）に参加しようとする方は、燕市物品入札参加資格審査規程（平成18年3月20日告示第28号）及びこの要領に定めるところにより、競争入札等に参加する者に必要な資格（以下「参加資格」といいます。）の審査（以下「資格審査」といいます。）の申請を行ってください。


第１　申請方法
1.　参加資格の種類

参加品目の詳細については、「申請書」（Excelファイル）の中にある「別記 営業種目表」でご確認ください。
2.　資格審査申請をすることができる方

資格審査の申請をすることができる方は、次に掲げる事項のいずれにも該当しない方です。

①地方自治法施行令第167条の4第1項（同令第167条の11第1項において準用する場合を含みます。）に該当する方

②営業に関し許可、認可等を必要とする場合において、これらを得ていない方

③資格審査基準日において、引き続き1年以上営業を営んでいない方

④地方自治法施行令第167条の4（同令第167条の11第1項において準用する場合を含みます。）第2項各号のいずれかに該当する方で、その事実があった後2年を経過しない方（その方を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する方についても同様です。）

3.　資格審査基準日

審査基準日は申請を行う年の1月1日とし、当該各欄を記載してください。
4.　申請書の提出期間及び資格の有効期間
	区　分
	申請書の受付期間
	資格の有効期間

	定期申請
	令和５年2月　1日から

令和５年3月15日まで
	令和5年4月11日から

令和7年3月31日まで

	随時申請
	定期申請期間終了後随時
	資格を認定した日から

令和7年3月31日まで


5.　提出書類

「市内業者」･･･燕市内に主たる営業所又は従たる営業所を有する業者
「市外業者」･･･市内業者以外の業者
※作成した申請書一式は、作成年度から起算して3年間保管をお願いします。
○：必ず提出してください。
△：提出する場合としない場合があります。備考欄をお読みください。
×：提出する必要はありません。
	申請書及び添付書類
	市内業者
	市外業者
	備考
	電子申請

	①物品入札参加資格審査申請書（様式第１号）
	○
	○
	記入すべき事項がない場合も、白紙のまま提出してください。
	紙媒体に捺印し、PDF化したものを添付

	②別紙１　営業概要
	○
	○
	
	PDFデータ添付

	③別紙１-２　営業概要
	○
	○
	
	PDFデータ添付

	④別紙２　経営審査項目
	○
	○
	
	PDFデータ添付

	⑤別紙２-２　経営審査項目
	○
	○
	
	PDFデータ添付

	⑥別紙３　営業の沿革
	○
	○
	
	PDFデータ添付

	⑦別紙４　契約実績一覧表
	○
	○
	
	PDFデータ添付

	⑧使用印鑑届（様式第2号）
	○
	○
	
	紙媒体に捺印し、PDF化したものを添付

	⑨暴力団等の排除に関する誓約書
	○
	○
	
	紙媒体に捺印し、PDF化したものを添付

	⑩委任状
	△
	△
	契約締結権限のある営業所等で申請する場合は提出
	紙媒体に捺印し、PDF化したものを添付

	⑪法人登記簿謄本（写し）
	○
	○
	法人のみ
	PDFデータ添付

	⑫財務諸表（写し）
	○
	○
	法人：直前営業年度に係る収支決算書

個人：直前営業年度に係る収支計算書
	PDFデータ添付

	⑬燕市が市税等の納税状況を確認することについての同意書※1
	○
	△
	燕市に納税の義務がある場合は、燕市が市税等の納税状況を確認することについての同意書を提出。
	紙媒体に捺印し、PDF化したものを添付

	⑭新潟県の県税の納税証明書「未納税額がない証明書用」（写し）※２
	×
	△
	未納額がないことの証明

新潟県内に本社又は契約締結権限のある営業所等で申請する場合は提出
	PDFデータ添付

	⑮法人税又は所得税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書(未納税額がない証明書用)（写し）

※２
	○
	○
	法人：その３の３

「法人税」及び「消費税及び地方消費税」について未納額がないことの証明

個人：その３の２

「所得税」及び「消費税及び地方消費税」について未納額がないことの証明
	PDFデータ添付


※１　市内業者の方で、建設工事または建設コンサルタント等業務に係る申請を同時に行う方は、写しでも可とします。
※2　未納税額がないことの証明書で、証明年月日が申請書提出日以前3ヶ月以内のものに限ります。
6.　提出書類の様式

燕市ホームページからダウンロードしてください。
燕市トップページ＞計画・行財政情報＞入札・契約＞2023年・2024年度入札参加資格審査申請について
※必ず燕市所定の様式を使用してください。
7.　提出方法

原則電子申請（電子メール）により提出。
ただし、電子メールでの申請が不可である場合のみ、持参又は郵送（宅配・メール便含む。）による提出を可とします。電子メール又は窓口へ持参される方は、平日の開庁時間(午前８時３０分から午後5時15分まで）に提出してください（土曜日・日曜日・祝日は除く）。郵送（宅配・メール便含む）で提出される方は、提出期限内までに必着するよう提出してください。
※郵送の場合で受領確認が必要な方は、切手を貼った受領ハガキまたは返信用封筒を同封してください。
　※提出時間を過ぎて申請したものについては、翌日受付分とします。

8.　提出部数

1部提出してください。（申請書等は上記①～⑮の順に、紐に綴って提出してください。）

9.　提出先

〒959-0295　新潟　県燕市吉田西太田1934番地

燕市 総務部 用地管財課 契約管理係（3階6番窓口）

TEL　0256-92-1111（内線4177）

FAX　0256-92-2112

E-mail　nyuusatsu@city.tsubame.lg.jp
10.　その他
① 申請書を提出後に次の申請内容に変更があった場合は、「資格審査申請書記載事項変更届」【様　式第3号】に加え、下記の必要な書類を添えて速やかに提出してください。

※必ず燕市所定の様式を使用してください。
	変　更　事　項
	添　付　書　類

	商号もしくは名称又は所在地、代表者
	・登記事項証明書（写しでも可）（個人の場合は身分証明書）

・暴力団等の排除に関する誓約書

・委任状（委任している場合）

	支店等の名称、受任者名、受任者の住所
	・委任状

	電話番号、FAX番号
	無し（変更届のみ提出してください）

	印鑑
	・使用印鑑届（変更届に変更前と変更後の印鑑を押印すること）

・委任状（委任している場合）

・暴力団等の排除に関する誓約書（実印を変更する場合）

	申請する営業種目
	無し（変更届のみ提出してください。ただし、登録証などがあるときはその写しを提出してください。）

	その他営業内容についての重大な事項
	・営業内容の変更を証明する書類


② 申請書等を提出した後に申請者が死亡、合併等により解散、又は事業の譲渡、会社分割等を行っ
た時は、次のとおりとなります。

ア　参加資格が認定される前の場合は、参加資格の申請は無効となります。

　　　　イ　参加資格が認定された後の場合で参加資格の継続を希望される方は、「物品入札参加資格承継申請書」及び被承継人の「廃業等届出書」を提出してください。内容を審査のうえ、適当と認められれば入札参加資格が認められます。

参加資格の継続を希望しない場合は、「廃業等届出書」を提出してください。
第２　記載方法
1.　物品入札参加資格審査申請書（様式第1号）

①「新規・更新」欄

該当する項目に○を付してください。なお、「更新」とは令和3・4年度の名簿に登載されている（登載されていた）場合に、今回の資格申請（令和5・6年度）をすることをいいます。

②「登録番号」欄

記載する必要はありません。

③「営業区分」欄

参加を希望する営業区分を選択してください。製造者が他の品目の販売を兼ねている場合は、両方を選択してください。「(3)その他」は、委託・リース業等を希望する場合を選択し、（　）に営業内容を記載してください。

④「希望する製造（販売）の分類」欄
参加を希望する営業品目を「営業種目表」のコード番号及び品目を参照し記載してください。

〈 例 〉

	コード番号
	品　　　目

	大分類
	中分類
	

	１
	１
	洋紙、和紙等

	１
	２
	文房具、計算機、複写機、印刷機等


⑤「年月日」欄

申請書を提出する日（郵送の場合は発信日）を記載してください。

⑥「商号又は名称」及び「フリガナ」欄

会社名又は屋号等を記載してください。

⑦「代表者役職名」及び「氏名（代表者氏名）」欄

個人の場合は経営者の氏名を、法人の場合は代表者の役職及び氏名を記載してください。

⑧「電話番号」及び「ファクシミリ番号」欄

市外局番から記載してください。
2.　様式第1号　別紙

（別紙１～別紙１-２）

①「新潟県内における営業所」欄

新潟県内における営業所（支社、支店を含む）を記載してください。（記載しきれない場合は、主なものを記載してください。）

②「主な取扱品目」欄

取扱品目をできるだけ具体的に記載してください。（記載しきれない場合は、別紙（任意様式）に記入してください。）

③「代理（特約）店」欄

入札に参加したい品目で、メーカー又は販売元と販売代理店又は特約店の契約を締結しているものについて、取扱品目の範囲及び販売期間を記載してください。

　　　　また、国産品以外の品目については、国内総販売元又は総販売権者との契約状況を記載してください。（取扱品目が自社製品である場合は記入の必要はありません。）

（別紙２～別紙2-2）
経営審査項目の審査基準日は、申請を行う年の1月1日とし（以下同じ。）、当該各欄を記載してください。

①「Ａ　平均年間製造（販売）実績高」欄

ア　「直前第1年度分決算」とは、審査基準日の直前の決算期から１年前までの営業年度の決算をいいます。

イ　「直前第2年度分決算」とは、直前第1年度分決算の前1年間の営業年度の決算をいいます。

ウ　「決算期別」欄は、1営業年度が６ヶ月（６ヶ月決算）の場合は(1)(2)(3)(4)に、１営業年度が12ヶ月（12ヶ月決算）の場合は(1)(3)にそれぞれ決算期ごとの製造（販売）高を記載してください。

エ　種類別は、部門別決算を行っている場合は、別記営業種類毎に区分し、部門別決算を行っていない場合は、主要品目とその他に分けてください。

オ　個人企業から会社組織に移行した場合、他の企業を吸収した場合等にあっては、移行前の企業体等の実績（ただし、申請者が行っている事業に係るものに限る。）を含めた実績を記載してください。

②「Ｂ　経営規模の「自己資本額」」欄

ア　「直前決算」は、審査基準日の属する営業年度の直前の営業年度（決算期）の決算をいいます。

イ　「払込資本金」は、法人にあっては払込済みの額を、個人にあっては次期繰越純資本金を、組合にあっては組合の基本財産と組合員の払込資本金との合計額をいいます。また、外資系企業の場合には、合計額欄上段の（　）に内書で外国資本の額を記載してください。

ウ　「積立金」は、法定準備金（資本準備金及び利益準備金）と任意積立金（退職手当積立金等）との合計額をいいます。ただし、組合にあっては組合の利益準備金及び特別積立金と組合員の法定準備金及び任意積立金との合計額としてください。なお、任意積立金には納税引当金、配当引当金等は含ませないでください。

エ　「剰余（欠損）金処分」の「積立金」欄には剰余金処分計算書（損失処理計算書）の利益準備金及び任意積立金の額を記載してください。なお、任意積立金取崩額がある場合には同欄に赤字で記載してください。

オ　「繰越利益（欠損）金」欄には、剰余金処分計算書（損失処理計算書）の繰越利益（欠損）の額を記載してください。

カ　「決算後の増減額」欄には、審査基準日直前の決算後から審査基準日までの間に増資又は減資があった場合にその額を記載してください。

③「Ｂ　経営規模の「常勤職員数」」欄
(1)審査基準日現在の職員数を記載してください。

(2)「常勤職員数」とは、法人にあっては常勤役員の数を含めたものを、個人にあっては事業主を含めたものを、組合にあっては組合の役職員と組合員の常勤職員との合計をいいます。なお、「合計」欄の（　）には、役員又は事業主の数を内数で記載してください。

④「Ｂ　経営規模の「生産設備の額」」欄

審査基準日直前の決算期の貸借対照表に記載されている固定資産のうち、生産設備に該当するものを「機械装置」、「運搬具類」及び「工具その他（有形固定資産のうち土地、建物を除く。）」に区分して記載してください。

印刷類申請者で、生産設備の額を記入した場合は、財務諸表附属明細表のうち、有形固定資産明細表を添付し、同表に備考欄を設けて機械装置の用途を明記するか又はＣ．主要生産設備状況に記載してください。（個人の場合は、有形固定資産明細表に準じて作成するか又はＣ．主要生産設備状況に記載してください。）

⑤「Ｄ　経営状況の「経営比率」」欄
審査基準日直前の決算期の貸借対照表による流動比率を記載し、計算は小数点以下第1位を四捨五入してください。

⑥「Ｄ　経営状況の「営業年数」」欄

ア　営業年数は審査基準日現在で記載し、1年未満の期間がある場合にはこれを切り捨ててください。

イ　「創業」欄には、組織変更又は家督相続が行われ、かつ、現企業体と前企業体とが同一性を保持している場合は前企業体の創業時を、また、企業の合併が行われた場合は、合併前の各企業体の古いものの創業時を記載してください。この場合、営業の沿革に詳細に記載してください。

ウ　休業等により営業を中断した場合は、休業（転業）欄にその期間を記載し、休業（転業）期間を控除した実営業期間を営業年数計欄に記載してください。

※水道局が行う建設工事の入札及び見積もり合わせに参加しようとする方は、「燕・弥彦総合事務組合物品入札参加資格申請要領」に定めるところにより申請を行ってください。


○燕・弥彦総合事務組合建設工事入札参加資格申請要領に関する質問先・資料掲載場所


　〒959-0248　新潟県燕市吉田浜首408-1


燕弥彦総合事務組合　事務局　財政係


TEL　0256-92-1210　URL　https://www.tysogo.jp/


※燕・弥彦総合事務組合の資格申請要領・様式等は令和5年1月掲載予定です。
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